
○新見市子育て支援医療費の給付に関する条例 

平成１７年３月３１日 

条例第１１２号 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって子どもの

健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上及び子育ての支援に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、満１８歳に達した日以後の最初の３月３１日

までにある者をいう。 

２ この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

（１） 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

（２） 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、そ

の生計を維持する者 

３ この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（６） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

４ この条例において「被保険者等」とは、国民健康保険法の規定による被保険者及び国

民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。 

（受給資格者） 

第３条 この条例による医療費の給付を受けることができる者（以下「受給資格者」とい

う。）は、新見市の区域内に住所を有する被保険者等である子どもとする。ただし、生

活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）第１４条第６項の規定により生活保護法による保護とみなされる支

援給付を含む。）を受けている者を除く。 

（医療費給付の範囲） 

第４条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養

費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護

療養費の支給、家族訪問看護療費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象と

なる療養（食事療養を除く。）を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、

医療保険各法の規定により被保険者等が負担することになる費用（医療保険各法の規定

による付加給付金又は他の法令等の規定による公費負担がある場合は、その額を控除し

た額）の額とする。 

（負担費用算定の特例） 



第５条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定にあたって、医療保

険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費

が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかか

わらず、当該受給者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養

費の算定の例により行うものとする。 

（受給資格者証の交付） 

第６条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、市長に申

請し、規則に定めるところにより子育て支援医療費受給資格者証（以下「受給資格者証」

という。）の交付を受けなければならない。また、受給資格者証を亡失し、又は損傷し、

再発行する場合又は更新する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。 

（受給資格者証の提示） 

第７条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格

者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者（以下「医療機

関等」という。）に対し、受給資格者証を提示しなければならない。 

（医療費の給付方法） 

第８条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとす

る。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払う

ことにより行うものとする。 

（給付の停止） 

第９条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医

療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険料が保険給付との相殺等により消滅する

までの間、停止するものとする。 

（届出の義務） 

第１０条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項に

ついて変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の

行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならな

い。 

（損害賠償との調整） 

第１１条 市長は、受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償

額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給

付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（医療費の返還） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により、この条例による医療費の給付を受けた

者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第１３条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の新見市乳幼児医療費の給付に関する条例

（昭和４８年新見市条例第９号）、大佐町乳幼児医療費給付に関する条例（昭和４８年

大佐町条例第１８号）、神郷町乳幼児医療費給付に関する条例（平成５年神郷町条例第

９号）、哲多町乳幼児医療費給付に関する条例（平成１０年哲多町条例第１９号）又は

哲西町乳幼児医療費給付に関する条例（昭和４８年哲西町条例第３１号）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第７８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の新見市乳幼児医

療費の給付に関する条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。 

附 則（平成１９年３月２３日条例第７号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（受給資格者証に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現にその保護者が改正前の条例第６条の規定による受給資格者証

の交付を受けているものについては、改正後の条例第６条の規定による乳幼児等医療費

受給資格者証の交付を受けたものとみなす。 

附 則（平成２０年９月３０日条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年６月２６日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年９月２９日条例第４１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪

問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の

例による。 

附 則（令和２年３月２３日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例による改正後の新見市子育て支援医療費の給付に関する条例の規定は、この

条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた

療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。 

 


